
 

枚方市東部清掃工場運転管理等業務委託総合評価一般競争入札 

落札者決定基準 

【評価項目・評価点の概要】 

分類 細分類 評価点 個別点 評価項目 別紙 

１．価格評価  80   価格-1 

２．技術的評価 

(1)業務管理体制 

100 

10 ①適正な履行を確保するための業務体制 技術-1 

11 ②配置技術者に関する業務提案 技術-2 

8 ③教育訓練等に関する業務提案 技術-3 

10 
④業務受注者交代時の技術指導及び業務引継

に関する業務提案 
技術-4 

4 
⑤各施設の停止時の業務体制及び施設保全整

備計画に関する業務提案 
技術-5 

(2)運転管理 

20 

①安定稼動に向けた、ごみ量・ごみ質等の変

動に対する工夫、緊急時の停止等に関する

業務提案 

技術-6 

20 ②保守点検整備に関する業務提案 技術-7 

5 
③運転作業員の安全確保や良好な作業環境の

確保に関する業務提案 
技術-8 

3 ④資源化促進に関する業務提案 技術-9 

(3)危機管理 

3 
①危機事象発生時の緊急対応に関する業務提

案 
技術-10 

4 ②事故・トラブルに関する業務提案 技術-11 

(4)その他 2 ①その他の業務提案 技術-12 

３．社会的価値

評価 

(1)多様な雇用及び雇

用環境に関する取

組み 

20 

6 ①障害者雇用率又は雇用者数 社会-1 

(2)男女共同参画への

取組み 

4 ①育児・介護制度への取組み 社会-2 

4 ②仕事と子育ての両立支援 社会-3 

3 ③セクシュアル・ハラスメント防止対策 社会-4 

(3)人権啓発の取組み 3 ①人権啓発の取組み 社会-5 

 

【落札者の決定方法】 

別紙「落札者の決定について」による。 

 

 

 

 



 

評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 価格－１） 

分類 １．価格評価 評価点 ８０ 

細分類 ―   

評価項目 ― 個別点 ― 

評価内容 入札参加者の入札金額について評価する。 

提出書類 

①総合評価一般競争入札参加申請書＜元請実績報告を含む＞（様式－申請書） 

②入札書（様式 価格－１）・入札価格内訳書（様式 価格－２） ※必ず封筒に入れ封緘すること。 

※調査基準価格を下回る価格での入札の場合は、入札説明書に定める低入札価格調査書類 

算定方法 

価格評価点は、有効な入札（入札金額が予定価格を超過する入札及び入札金額が数値的判断基準値を下

回る入札を除く。以下同じ。）のうち次の算定式により算出する。 ※小数点以下切捨て 

評価点（80点）×（最低入札価格／入札価格） 

※下記「備考」欄記載の価格評価点算出方法の例示を参照のこと。 

評価時 

確認方法 

総合評価一般競争入札参加申請書＜元請実績報告を含む＞（様式－申請書）、入札書（様式 価格－１）

及び入札価格内訳書（様式 価格－２）により確認する。 

※落札候補者のみ、開札後提出書類提出時に入札説明書に定める元請実績を証する書類（契約書原本とそ

の写し、仕様書等）の提出を求め確認する。 

注意事項 

・入札書は、消費税及び地方消費税を含まない金額で記入すること。 

・入札金額が予定価格を超える者は、失格とする。 

・入札書及び入札価格内訳書の提出がない者は、失格とする。 

・入札金額と入札価格内訳書の合計金額が一致しない者は、失格とする。 

・開札の結果、調査基準価格を下回る価格での応札があった時は、低入札価格調査として数値的判断基準

値（有効入札金額の平均×85％）に基づく調査を行う。入札参加者の入札金額が数値的判断基準値を下

回っている場合は、その者の入札を取り消し、失格とする。 

・調査基準価格を下回る入札価格で入札した者は、入札説明書に定める低入札価格調査書類を提出しなけ

ればならない。なお、市が別途指示する日時までに当該書類の提出がない時は、失格とする。 

備考 

 ＜価格評価点算出方法の例示＞ 

 ■予定価格：400,000,000円 ■調査基準価格：320,000,000円 

  Ｅ社が最低入札価格の入札参加者となり、価格評価点の得点が満点（80点）となる。 

入札参加者 入札金額 価格評価点 算出方法等 

Ａ社 480,000,000円 ※（失格） 予定価格を超えるため失格とする。 

Ｂ社 390,000,000円 55 80(総点)×（Ｅ／Ｂ） 

Ｃ社 350,000,000円 61 80(総点)×（Ｅ／Ｃ） 

Ｄ社 320,000,000円 67 80(総点)×（Ｅ／Ｄ） 

Ｅ社 270,000,000円 80 80(総点)×（Ｅ／Ｅ） 

Ｆ社 250,000,000円 ※（取消） 数値的判断基準値 268,600,000円を下回る 

ため入札を取り消し、失格とする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－１） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ①適正な履行を確保するための業務体制 個別点 １０ 

評価内容 本業務を適正に履行するための業務実施体制の内容を評価する。 

提出書類 

業務提案書(任意様式) 

業務実施体制図及び指揮命令系統並びに業務責任者･各施設担当責任者（副責任者）、その他業務の人

員配置（人数）、常勤・非常勤の別、勤務時間等が分かるもの。業務を兼務する場合は兼務が分かるよ

うにすること。 

加点方法 

業務提案書の内容 

・適正に業務を履行できる体制や指揮命令系統を明確にしているか。 → （５点） 

・施設運転時における業務配置人員数 → （５点） 

→常用雇用労働者（１週あたりの労働時間が 30 時間以上であって、契約期間中に継続して、雇用され

ると見込まれる者）を１人とし、配置人員総数を算出する。小数点以下は切り捨てる。 

配置人員総数が入札者の中で最も多い提案は５点とする。 

それより１名減る毎に１点を減点した点数とする。 

最低点は１点、人員総数が分からないものは０点。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく配置及び業務を加味して

いない内容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査及び必要に応じて報告を徴収する。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 

・本件業務を履行する場合には、業務実施場所に配置する業務責任者として届出た者を専任で常駐配置

しなければならない。ただし、その者が退職、病気等、止むを得ない理由により、あらかじめ本市の

承諾を得た場合には、変更することができる。 

・枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとす

る。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－２－①） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ②配置技術者に関する業務提案 個別点 １１ 

評価内容 本業務に配置する有資格者の配置総数及び業務に従事する者の実務経験年数（告示日現在）を評価する。 

提出書類 

・有資格者一覧表（様式 技術－１－①） 

・仕様書規定外有資格者一覧表（様式 技術－１－②） 

・該当する業務に主として従事する者の実務経験年数（様式 技術－２） 

・免許証等資格を保有していることを証明する書類の写し 

・当該業務の実務経験年数が分かる経歴書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・有資格者一覧表（様式 技術－１－①）及び仕様書規定外有資格者一覧表（様式 技術－１－②）の

内容 

有資格者を適正に配置しているか。 → （３点） 

「様式 技術－１－①」により、仕様書に規定した資格については１資格１ポイントとする。 

「様式 技術－1－②」により、仕様書に規定していない資格で、かつ、発注者が有用と認める資格に

ついては、１資格 0.5 ポイントとする。これらの総合計ポイントを評価する。 

入札者の中で最も多いポイントを３点とする。 

最も少ない 22 ポイントを１点とし、ポイント数の按分比率により点数を算出する。（小数点以下切捨

て） 

・廃棄物処理施設技術管理士（ごみ処理施設）、廃棄物処理施設技術管理士（破砕・リサイクル施設）、

第三種電気主任技術者、第二種ボイラー・タービン主任技術者の各資格項目について複数配置してい

るか。 → （３点） 

「様式 技術－１－①」により、上記で示した資格項目の内、全ての項目に対して複数配置する場合

は３点とし、一つの項目でも複数配置する場合は１点とする。 

 

・該当する業務に従事する者の実務経験年数（様式 技術－２）の内容 

下記に示す業務を主に従事させる者は充分な実務経験年数を有するか。 → （５点） 

次のポイント表によりポイントを算出し、ポイント数に応じて評価する。 

合計ポイント  56～66ポイント → （５点） 

45～55ポイント → （４点） 

34～44ポイント → （３点） 

23～33ポイント → （２点） 

22ポイント   → （１点） 
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評価項目・評点・評価内容 
 

（別紙 技術－２－②） 

分類 ２．技術的評価 評価点 ― 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ②配置技術者に関する業務提案 個別点 ― 

加点方法 

ポイント表 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく配置及び業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

資格名 

実務経験年数（告示日現在） 

３年以上 
１年以上 

３年未満 
１年未満 

廃棄物処理施設技術管理士（ごみ処理施設） ３ポイント ２ポイント １ポイント 

廃棄物処理施設技術管理士（破砕・リサイクル

施設） 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

第三種電気主任技術者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

第二種ボイラー・タービン主任技術者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

電気工事士（第 1 種） ３ポイント ２ポイント １ポイント 

ボイラー技士（2 級以上） ３ポイント ２ポイント １ポイント 

クレーン運転手 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

クレーン特別教育修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

危険物取扱主任者（甲種又は乙種第 4 類） ３ポイント ２ポイント １ポイント 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業 

主任者技能講習修了者 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能 

講習修了者 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

アーク溶接特別講習修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

ガス溶接技能講習修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

玉掛け技能講習修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

車両系（整地・運搬等）建設機械運転技能講習

修了者 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

小型車両系建設機械（解体用）の運転の業務に

係る特別教育修了者 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

石綿作業主任者技能講習及び石綿特別教育修

了者 
３ポイント ２ポイント １ポイント 

大型運転免許 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

フォークリフト特別教育修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

ゴンドラ取扱業務特別教育修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

研削砥石特別教育修了者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 

ダイオキシン類業務に係る作業指揮者 ３ポイント ２ポイント １ポイント 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－２－③） 

分類 ２．技術的評価 評価点 ― 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ②配置技術者に関する業務提案 個別点 ― 

評価時 

確認方法 

有資格者一覧表（様式 技術－１－①）、仕様書規定外有資格者一覧表（様式 技術－１－②）の内容及

び該当する業務に主として従事する者の実務経験年数（様式 技術－２）により確認を行う。 

※提出書類により確認を行なう。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 

・有資格者一覧表（様式 技術－１－①） 

・仕様書規定外有資格者一覧表（様式 技術－１－②） 

・該当する業務に主として従事する者の実務経験年数（様式 技術－２） 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－３） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ③教育訓練等に関する業務提案 個別点 ８ 

評価内容 
業務をより安全かつ安定的に遂行するために実施する従事者への業務期間中に行う社内研修の計画作成

の考え方に関する業務提案の内容を評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・研修内容・対象者・時期・回数等、研修計画作成に関して具体的に示しているか。 → （３点） 

→具体的な内容のものは３点とする。 

 

・技術指導や改善行動を行なうための研修担当者を選任配置しているか。 → （５点） 

→業務従事者の中から選任の研修担当者を配置する場合は、３点とする。専任の研修担当者を配置す

る場合は、５点とし配置しない場合は０点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査及び必要に応じて報告を徴収することにより確認を行う。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－４） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 ④業務受注者交代時の技術指導及び業務引継に関する業務提案 個別点 １０ 

評価内容 業務受注者交代時に次期業務受注者への技術指導及び業務引継に関する考え方について評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・技術指導及び業務の引継に関して、期間、内容等、技術指導及び引継計画作成、効果の測定等を具体

的に示しているか。 → （３点） 

→具体的な内容のものは３点とする。 

・技術指導及び業務の引継に関して専任の担当者を人員配置しているか。  → （５点） 

→専任の技術指導及び業務引継担当者を配置する場合は、５点とし、業務従事者の中から担当者を配 

置する場合は、３点とする。配置しない場合は、０点とする。 

 ・技術指導及び業務の引継に関して、効果の測定の内容について具体的に示しているか。 → （２点） 

 →具体的な内容のものは２点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて協議する。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－５） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (1)業務管理体制   

評価項目 
⑤各施設の停止時の業務体制及び施設保全整備計画に関する業務提     

案 
個別点 ４ 

評価内容 
各施設停止時の業務を適正に履行するための業務実施体制の内容及び施設保全整備計画に関する考え方

について評価する。 

提出書類 業務提案書(任意様式) 

加点方法 

業務提案書の内容 

・各施設停止時の業務を適正に履行できる体制や指揮命令系統を明確にしているか。 → （２点） 

→具体的な内容のものは２点とする。 

・各施設停止時の施設保全整備計画に関する考え方について具体的に示しているか。 → （２点） 

→具体的な内容のものは２点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく体制及び業務を加味して

いない内容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－６－①） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (2)運転管理   

評価項目 
①安定稼動に向けた、ごみ量・ごみ質等の変動に対する工夫、緊急時の

停止等に関する業務提案 
個別点 ２０ 

評価内容 
各施設（焼却、溶融、破砕）の安定稼動に向けた、ごみ量・ごみ質等の変動に対しての工夫、緊急時に

おいての停止等に関する考え方について評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

 

業務提案書の内容 

・焼却炉の運転管理に関して、ごみ量・ごみ質の変動時の工夫等についての提案。 → （３点） 

 →ごみ量・ごみ質の変動時対応について、仕様書に沿った具体的な内容のものには２点、より効果的

な内容のものには１点加点する。 

・溶融炉の運転管理に関して、炉内投入灰量・炉内温度の変動時の工夫等についての提案。 → （５点） 

 →炉内投入灰量・炉内温度の変動時対応について、仕様書に沿った具体的な内容のものには３点、よ

り効果的な内容のものには２点加点する。 

・破砕施設の運転管理に関して、ごみ量・ごみ質の変動の工夫等についての提案。  → （３点） 

 →ごみ量・ごみ質の変動時対応について、仕様書に沿った具体的な内容のものには２点、より効果的

な内容のものには１点加点する。 

・焼却炉の運転管理に関して、緊急時の停止方法等についての提案。 →（３点） 

→仕様書に沿った具体的な内容のものは３点とする。 

・溶融炉の運転管理に関して、緊急時の停止方法等についての提案。 →（３点） 

→仕様書に沿った具体的な内容のものは３点とする。 

・破砕施設の運転管理に関して、緊急時の停止方法等についての提案。 →（３点） 

→仕様書に沿った具体的な内容のものは３点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－６－②） 

分類 ２．技術的評価 評価点 ― 

細分類 (2)運転管理   

評価項目 
①安定稼動に向けた、ごみ量・ごみ質の変動に対する工夫、緊急時の停

止等に関する業務提案 
個別点 ― 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－７） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (2)運転管理   

評価項目 ②保守点検整備に関する業務提案 個別点 ２０ 

評価内容 保守点検整備に関して、各機械等設備点検についての考え方について評価する。 

提出書類 業務提案書 (任意様式) 

加点方法 

業務提案書の内容 

・各機械等設備点検に関して、施設対象ごとに実施内容及び実施頻度等についての提案。 → （７点） 

→施設対象ごとの各機械設備等の実施内容及び実施頻度について仕様書に沿った具体的な内容のもの

には４点、より効果的な内容のものには３点加点する。 

・交互運転である溶融設備の整備に関して、実施内容及び実施頻度についての提案。 → （８点） 

→溶融設備の整備の実施内容及び実施頻度について具体的な内容のものには５点、より効果的な内容

のものには３点加点する。 

・各機械等設備点検に関して、緊急時の対応等の工夫についての提案。 → （５点） 

 →各機械等設備点検に関する緊急時の対応等について、具体的な内容のものには３点、より効果的な

内容のものには２点加点する。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて協議する。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－８） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (2)運転管理   

評価項目 ③運転作業員の安全確保や良好な作業環境の確保に関する業務提案 個別点 ５ 

評価内容 安全衛生に関して、運転作業員の安全確保や良好な作業環境の確保に関しての考え方について評価する。 

提出書類 業務提案書 (任意様式) 

加点方法 

業務提案書の内容 

・安全衛生に関して、運転作業員の安全確保や良好な作業環境の確保についての提案。 → （５点） 

→運転作業員の安全確保や良好な作業環境の確保について、仕様書に沿った具体的な内容のものには

３点、より効果的な内容のものには２点加点する。 

就業規則等による安全衛生管理に関する事項が記載されているものを別途添付する。※添付がない場

合は評価の対象としない。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 

業務提案書により確認を行う。 

就業規則等による安全衛生管理に関する事項が記載されているものにより確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて協議する。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－９） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (2)運転管理    

評価項目 ④資源化促進に関する業務提案 個別点 ３ 

評価内容 破砕施設における資源化促進に関する考え方について評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・破砕施設において、選別・排出する鉄類・アルミの品質向上並びにその他資源物の回収について、他

施設の実績を踏まえる等具体的に示しているか。 → （３点） 

→仕様書に沿った具体的な内容のものには２点、より効果的な内容のものには１点加点する。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－１０） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (3)危機管理   

評価項目 ①危機事象発生時の緊急対応に関する業務提案 個別点 ３ 

評価内容 
危機事象発生時の業務責任者又は各施設担当責任者（副責任者）の業務実施場所到達に要する時間を評

価する 

提出書類 
危機事象発生時（休業時等を含む）の緊急対応に関する業務提案書（様式 技術－３） 

※現住所（予定住所を含む）から業務実施場所までの距離計測ルートを示す地図を必ず添付すること。 

加点方法 

危機事象発生時（休業時等を含む）の緊急対応に関する業務提案書（様式 技術－３）の内容 

・業務実施場所に配置された業務責任者又は各施設担当者（副責任者）の、現住所又は予定地住所から

業務実施場所までの距離を時速30ｋｍで移動するとしてその移動に要する時間を評価する。  

→ （３点） 

30分未満         →  （３点） 

30分以上１時間未満     →  （２点） 

１時間以上２時間未満     →  （１点） 

 

 

提案内容により評価する。 

内容の確認が行えないもの、仕様書に基づく業務を加味しない内容のもの、実現性のない内容のもの

は、評価しない。 

評価時 

確認方法 
危機事象発生時の緊急対応に関する業務提案書（様式 技術－３）により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 危機事象発生時の緊急対応に関する業務提案書（様式 技術－３） 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－１１） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (3)危機管理   

評価項目 ②事故・トラブルに関する業務提案 個別点 ４ 

評価内容 
事故・トラブルの未然防止と発生後の対応並びに緊急事態発生を想定した訓練計画作成に係る考え方に

関しての提案の内容を評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・過去に発生した事故・トラブルや想定される事故・トラブルについて、事例を示し未然防止策と対応

方法を示しているか。 → （２点） 

→事故・トラブルの未然防止策と対応方法について、仕様書に沿った具体的な内容のものには１点、

より効果的な内容のものには１点加点する。 

・緊急事態発生を想定した訓練計画作成に関して、訓練対象とする緊急事態・時期・回数等を具体的に

示しているか。 → （２点） 

→仕様書に沿った具体的な内容のものは２点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味しない内容の

もの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 
 

（別紙 技術－１２） 

分類 ２．技術的評価 評価点 １００ 

細分類 (4)その他   

評価項目 ①その他の業務提案 個別点 ２ 

評価内容 前項までの技術評価提案以外において、業務全般に関する業務提案の中で特筆すべき内容を評価する。 

提出書類 業務提案書（任意様式） 

加点方法 

業務提案書の内容 

・前項までの技術評価提案以外で業務全般にあたって経年劣化等、本施設の特徴を踏まえた効率的・効

果的な提案を示しているか。 → （２点） 

→効率的・効果的な内容のものは２点とする。 

 

 

提案内容により評価する。 

業務内容の確認が行えないもの、具体性のない内容のもの、仕様書に基づく業務を加味していない内

容のもの、実現性のない内容のものは、評価しない。 

評価時 

確認方法 
業務提案書により確認を行う。 

履行担保方法 業務提案書を仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
日常の履行検査により確認を行う。 

注意事項 個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－１－①） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (1)多様な雇用及び雇用環境に関する取組み   

評価項目 ①障害者雇用率又は雇用者数 個別点 ６ 

評価内容 
ア．障害者雇用率又はイ．障害者雇用者数を評価する。（平成 27年６月１日時点） 

※ 障害者雇用者数については、常用雇用労働者に限る。 

提出書類 

・常用雇用労働者数が 50人以上の事業者 

平成 27 年６月１日現在の障害者雇用状況報告書〈公共職業安定所（ハローワーク）への報告書〉（写

し） 

・常用雇用労働者数が 50人未満の事業者 

障害者雇用状況報告書（様式 社会－１） 

加点方法 

・「ア．障害者雇用率」又は「イ．障害者雇用者数」のいずれかの得点を加点する。 

（ア．イの重複加算は行わない。） 

ア．障害者雇用率 

雇用率の算出は、少数点第３位を四捨五入する 

イ．障害者雇用者数（※ 障害者雇用者数については、常用雇用労働者に限る。） 

雇用障害者数の算定方法は、障害者雇用状況報告書（様式 社会－１）に明記 

 

※雇用率の算出方法は、「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づくものとする。 

 

（加点方法） 

ア．雇用率（％） イ．雇用者数（人） 加点数 

 １～10 １ 

 11～20 ２ 

 21～ ３ 

2.00～2.49  ４ 

2.50～2.99  ５ 

3.00～  ６ 
 

評価時 

確認方法 

・常用雇用労働者数が 50 人以上の事業者は、障害者雇用状況報告書〈公共職業安定所への報告書〉（写

し）により確認。 

・常用雇用労働者数が 50人未満の事業者は、障害者雇用状況報告書（様式 社会－１）により確認。 

※落札候補者のみ、開札後提出書類提出時に障害者であること及び雇用状況が確認できる書類（労働者

名簿又は雇用契約書の写し、障害者手帳の写し等）を提示すること。 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－１－②） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (1)多様な雇用及び雇用環境に関する取組み   

評価項目 ①障害者雇用率又は雇用者数 個別点 ６ 

履行担保方法 必要に応じて報告を聴取する。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて報告を聴取する。 

注意事項 

・障害者雇用状況報告書等を公共職業安定所（ハローワーク）に提出準備を行っていない者は、直ちに

所定の手続を行うこと。 

・精神障害者の確認行為に対する注意点 

従業員への確認は、本人の申告に基づいて把握している人数を記載し、新たに従業員への確認等の行

為は行わないこと。 

・常用雇用労働者とは、１週間の所定労働時間が 30時間以上であって、①期間の定めなく雇用されてい

る労働者 ②一定の期間（例えば、１週間、２ヶ月、６ヶ月等）を定めて雇用されている労働者であっ

て、その雇用期間が反復更新され、過去１年以上の期間について引き続き雇用されている労働者又は

採用の時から 1年以上引き続き雇用されると見込まれる労働者 ③日々雇用される労働者であって、雇

用計画が日々更新されて、過去１年以上の期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時

から１年以上引き続き雇用されると見込まれる労働者 

・短時間労働者とは、原則として、１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満であり、かつ、１

年以上雇用される見込みのある者とする。 

・個人情報を含む書類を提出することについて、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 

・障害者雇用状況報告書（様式 社会－１） 

・障害者雇用状況報告書の記入上の注意点（様式 社会－１参考資料） 

 

※障害者の算定方法、除外率について不明な場合は、公共職業安定所（ハローワーク）へお問い合わせ

下さい。 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－２） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (2)男女共同参画への取組み   

評価項目 ①育児・介護制度への取組み 個別点 ４ 

評価内容 
①育児・介護の休暇及び休業制度等の社内規定の内容を評価する。 

②育児・介護の休暇及び休業等の取得状況を評価する。 

提出書類 

①－１育児・介護の休暇及び休業制度等の社内規定（任意様式） 

①－２育児・介護の休暇及び休業制度等に係る申請書用紙等（任意様式） 

②育児・介護の休暇及び休業等に係る過去３年間（告示日以前３年間）の取得状況（任意様式） 

加点方法 

①育児・介護の休暇及び休業制度等の社内規定（労使協定等）の内容 → （１点） 

育児・介護の休暇及び休業制度等の就業規則等の提出があった場合においても、育児に係る短時間勤

務制度及び所定外労働の制限制度並びに育児・介護休暇・休業制度の事項が具体的に盛り込まれてい

ない場合や不明瞭な内容のものは、評価しない。 

 

②育児・介護の休暇及び休業等の取得状況、 

ア．育児・介護の休暇及び休業等の取得状況  １人が取得   → （１点） 

２人以上が取得 → （２点） 

イ．さらに上記アのうち、男性が取得 → （１点） 

※男性が取得している場合は、その取得状況がわかるように記述すること。 

評価時 

確認方法 

①育児・介護の休暇及び休業制度等の社内規定により確認。 

②育児・介護の休暇及び休業等に係る取得実績がわかる書類により確認。 

履行担保方法 仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 

・育児・介護の休暇及び休業に係る有効性・実現性を確認するため、必要の都度、契約期間中における

実施状況報告書（任意様式）などの提出を求め、必要に応じてヒアリングを行う。 

・本業務場所における就業規則については、速やかに作成して提出すること。 

注意事項 

・10 人未満の事業所については、就業規則等を作成する義務がない（労働基準法第 89 条）ため、就業

規則等がない場合は、就業規則に準ずるものを提出すること。 

・個人情報を含む書類を提出することについては、必ず本人の同意を得ておくこと。 

配布資料 ― 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－３） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (2)男女共同参画への取組み   

評価項目 ②仕事と子育ての両立支援 個別点 ４ 

評価内容 

次世代育成支援の観点から、子育てしやすい環境づくりを整備しているかを評価する。 

 

①育児休業等取得しやすい環境の整備等についての周知・啓発活動を評価する。 

②保育費補助等の助成制度や企業内保育の実施状況の内容を評価する。 

提出書類 
①周知・啓発活動がわかる書類（任意様式） 

②保育費補助等の助成制度の内容又は企業内保育の実施状況がわかる書類（任意様式） 

加点方法 

①育児休業、看護休暇及び育児短時間勤務の制度を利用しやすい環境の整備等について、周知・啓発活

動がされていれば → （１点） 

 ※書類が提出されても、内容が不明瞭なものは評価しない。 

②保育費補助等の助成制度が整備されている又は企業内保育が実施されていれば → （３点） 

評価時 

確認方法 

①周知・啓発活動がわかる書類により確認。 

②保育費補助等の助成制度の整備状況又は企業内保育の実施状況がわかる書類により、その有効性・実

現性の確認。 

履行担保方法 仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 

有効性を確認するため、必要の都度、取組状況のわかる書類の提出を求め、必要に応じてヒアリングを

行う。 

注意事項 ― 

配布資料 ― 

備考 ― 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－４） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (2)男女共同参画への取組み   

評価項目 ③セクシュアル・ハラスメント防止対策 個別点 ３ 

評価内容 

①セクシュアル・ハラスメントの防止に関する社内規定等（社内報、パンフレット可）の内容を評価す

る。 

②継続的、定期的なセクシュアル・ハラスメント研修の実施状況を評価する。（告示日以前継続して３年

間） 

提出書類 
①セクシュアル・ハラスメントの防止に関する社内規定等（任意様式） 

②セクシュアル・ハラスメント研修実施報告書（様式 社会－２） 

加点方法 

①セクシュアル・ハラスメントの防止に関する社内規定等の内容 → （１点） 

→セクシュアル・ハラスメントが生じた場合の懲戒その他雇用管理上の措置、具体的な相談窓口（相

談員）に関する事項が盛り込まれていない場合は、評価しない。 

 

②セクシャル・ハラスメント研修実施報告書の内容及び回数 

告示日以前３年間の継続的・定期的に実施する研修を対象とする。 

受講修了証（修了証等が発行されていない場合は受講者名簿で可）、研修レジュメ又は研修概要のわ

かるもの等を別途添付する。※添付がない場合は評価の対象としない。 

・研修回数  １年毎に１回以上は実施 → （２点） 

         ※告示日以前３年間のうち１年でも未実施の年があれば、０点とする。 

 

研修内容等の確認が行えないもの、不明瞭な内容のもの、継続的・定期的な実施状況（告示日以前３年

間で年１回以上）が確認できないものは、評価をしない。 

評価時 

確認方法 

①セクシュアル・ハラスメントの防止に関する社内規定等により確認。 

②セクシュアル・ハラスメント研修実施報告書（様式 社会－２）及び当該研修の受講修了証と研修資

料により確認。 

履行担保方法 仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて報告を聴取する。 

注意事項 

・企業独自の研修、研修機関への研修派遣は問わない。 

・個人情報を含む書類を提出することについては、必ず本人の同意を得ておくこと。 

・他の評価項目「３．(3)①人権啓発の取組み(別紙 社会－５)」との重複評価は行わない。 

配布資料 セクシュアル・ハラスメント研修実施報告書（様式 社会－２） 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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評価項目・評価点・評価内容 

（別紙 社会－５） 

分類 ３．社会的価値評価 評価点 ２０ 

細分類 (3)人権啓発の取組み   

評価項目 ①人権啓発の取組み 個別点 ３ 

評価内容 
①公正採用選考人権啓発推進員の設置を評価する。 

②継続的、定期的な人権研修の実施状況を評価する。（告示日以前継続して３年間） 

提出書類 
①公正採用選考人権啓発推進員の設置状況がわかる書類（任意様式） 

②人権研修実施報告書（様式 社会－３） 

加点方法 

①公正採用選考人権啓発推進員を設置していれば → （１点） 

②人権研修実施報告書の内容及び回数 

告示日以前３年間の継続的・定期的に実施する研修を対象とする。 

受講修了証（修了証等が発行されていない場合は受講者名簿で可）、研修レジュメ又は研修概要のわ

かるもの等を別途添付する。※添付がない場合は評価の対象としない。 

・研修回数  １年毎に１回以上は実施 → （２点） 

         ※告示日以前３年間のうち１年でも未実施の年があれば、０点とする。 

 

研修内容等の確認が行えないもの、不明瞭な内容のもの、継続的・定期的な実施状況（告示日以前３年

間で年１回以上）が確認できないものは、評価をしない。 

評価時 

確認方法 

①公正採用選考人権啓発推進員の設置状況がわかる書類により確認。 

②人権研修実施報告書（様式 社会－３）及び当該研修の受講修了証と研修資料により確認。 

履行担保方法 仕様書に規定されたものとみなす。 

契約期間中 

確認方法 
必要に応じて報告を聴取する。 

注意事項 

・企業独自の研修、研修機関への研修派遣は問わない。 

・個人情報を含む書類を提出することについては、必ず本人の同意を得ておくこと。 

・他の評価項目「３．(2)③セクシュアル・ハラスメント防止対策(別紙 社会－４)」との重複評価は行

わない。 

配布資料 人権研修実施報告書（様式 社会－３） 

備考 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切に取扱うものとする。 
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落札者の決定について 

１．総合評価値の算定方法 

  入札参加者につき、落札者決定基準に基づく審査のうえ、次の算定式により総合評価値を求めるも

のとする。 

 

  総合評価値＝価格評価点＋技術的評価点＋社会的価値評価点 

 

(1) 価格評価点の算定方法 

価格評価点は、有効な入札（入札金額が予定価格を超過する入札及び入札金額が数値的判断基準

値を下回る入札を除く。以下同じ。）のうち次の算定式により算出する。 

    ■価格評価点（小数点以下切捨て） 

価格評価分類における 

評価点（80点）×（最低入札価格／入札価格） 

 

(2) 技術的評価点及び社会的価値評価点の算定方法 

    技術的評価点及び社会的価値評価点は、有効な入札のうちそれぞれ次の算定式により算出する。 

    ■技術的評価点（小数点以下切捨て） 

技術的評価分類における 

評価点（100点）×（個別点の得点／個別点の最高得点） 

 

    ■社会的価値評価点（小数点以下切捨て） 

社会的価値評価分類における 

評価点（20点）×（個別点の得点／個別点の最高得点） 

 

   ＜社会的評価点算出方法の例示＞ ※技術的価値評価点も同様の算出 

    評価点の最高得点者Ｃ社（18点）が、社会的評価点の満点（20点）得点者となる。 

入札参加者 評価点の得点 社会的価値評価点 算出方法 

Ａ社 17 18 20(総点)×（Ａの個別点／Ｃの個別点） 

Ｂ社 16 17 20(総点)×（Ｂの個別点／Ｃの個別点） 

Ｃ社 18 20 20(総点)×（Ｃの個別点／Ｃの個別点） 

Ｄ社 11 12 20(総点)×（Ｄの個別点／Ｃの個別点） 

Ｅ社 10 11 20(総点)×（Ｅの個別点／Ｃの個別点） 

Ｆ社 12 13 20(総点)×（Ｆの個別点／Ｃの個別点） 

 

 

２．低入札価格調査及び審査について 

総合評価値が最も高い入札者において、その入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、

次に定める事項について調査及び審査を行う。なお、特に必要がないと認める場合を除き、当該入札

者からの事情聴取を行うものとする。 

(1) 調査事項 



 

① 当該価格で入札した理由（価格低減理由） 

② 入札価格内訳明細書 

③ 手持ち業務の状況 

④ 業務計画（業務実施計画・作業工程・業務実施体制） 

⑤ その他必要な事項 

 

(2) 判断基準 

調査事項の調査及び審査において、次の判断基準により、本契約の内容に適合した履行が為され

ないおそれがあると認められるときは、落札者としないものとする。 

① 
低入札価格調査書

類の提出 
入札実施要領に示す必要書類が整っていない場合 

② 調査への協力 
(1) 事情聴取に応じない場合 

(2) 調査時に不誠実な言動がある場合 

③ 設計数量 仕様書等で定める数量を満足していない場合 

④ 積算根拠 

(1) 積算根拠となる資料が正しく記載されていない場合 

ア 入札価格内訳書の金額に違算がある場合 

イ 仕様書等で定める数量の金額が入札価格内訳書に正しく

反映されていない場合 

(2) 労務単価が法定最低賃金を下回っている場合 

(3) 必要となる経費が計上されていない場合 

⑤ 価格低減理由 低入札価格での応札理由を適格に説明できない場合 

⑥ その他 
前各項に定めるもののほか、適正な業務の履行が為されないおそ

れがあると認められる場合 

 

３．落札者の決定方法 

(1) 落札者は、落札者決定基準に基づく審査のうえ、総合評価値が最も高い入札者であり、開札後提

出書類の審査を経た者とする。ただし、総合評価値の最も高い者が２名以上あるときは、くじ引き

により落札者を決定する。 

 

(2) 総合評価値の最も高い入札者が、調査基準価格を下回る入札価格であったときは、上記「２．低

入札価格調査及び審査」の結果、当該入札価格によっても当該契約内容に適合した履行がなされる

と認める場合は、当該入札者を開札後提出書類の審査を経て落札者と決定する。 

 

(3) 前項(2)の審査結果により、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場

合は、総合評価値が最も高い入札者を落札者とせず、総合評価値が次に高い入札者（以下「次順位

者」という。）を開札後提出書類の審査を経て落札者と決定するものとする。 

 

(4) 前項(3)に規定する場合において、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場

合は、当該次順位者につき前項(1)から(3)の規定を適用し、落札者を決定するものとする。 

 


